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１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
な

拡
大
が
長
期
化
し
、
新
し
い
生
活
様
式
（
＝
コ

ロ
ナ
と
の
共
生
）
が
提
唱
さ
れ
る
等
、
時
代
が

大
き
く
転
換
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
人
口
が
密
集
し
て
家
賃
等
の

生
活
コ
ス
ト
も
高
い
都
会
で
は
特
に
閉
塞
感
が

強
く
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
見
直
す
人
も
増
え

て
い
ま
す
。
地
方
へ
の
移
住
や
二
地
域
居
住
の

増
加
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
進
展
な
ど
は
「
都

会
に
近
い
田
舎
」
に
と
っ
て
チ
ャ
ン
ス
到
来
で

も
あ
り
ま
す
。
仕
事
を
し
な
が
ら
休
暇
も
楽
し

む
ワφ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
広
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

安
房
地
域
が
目
指
す
べ
き
は
、
都
会
の

人
達
が
理
想
と
す
る
自
然
と
共
に
生
き
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
で
き
る
こ
と

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
空
き
家
・
施
設
の

有
効
活
用
や
公
共
交
通
網
の
整
備
を
進
め

た
り
、
海
岸
の
利
活
用
に
は
県
と
の
交
渉

も
必
要
で
す
。
そ
の
上
で
、
館
山
・
安
房

地
域
に
注
目
を
集
め
る
効
果
的
な
Ｐ
Ｒ
も

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

◆
布
良
の
復
興
支
援
の
意
義

台
風
15
号
で
最
も
被
害
の
大
き
か
っ
た

布
良
の
名
前
が
全
国
的
に
何
度
も
放
映
さ

れ
ま
し
た
。
通
常
、
地
域
の
名
前
を
全
国

に
知
ら
し
め
る
の
は
と
て
も
大
変
で
す
。

人
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
う
ち
に
、
再

建
に
必
死
で
頑
張
っ
て
い
る
姿
を
み
て
も

ら
う
こ
と
で
、
共
感
を
得
た
り
関
心
を
持

た
れ
、
機
会
が
あ
れ
ば
行
っ
て
み
た
い
と

思
っ
て
も
ら
う
。
そ
の
繰
り
返
し
で
フ
ァ

ン
が
増
え
て
い
く
は
ず
で
す
。

先
ず
は
一
番
困
難
な
地
の
再
生
を
果
た

し
て
「
布
良
ブ
ラ
ン
ド
」
を
広
め
、
地
域

活
性
化
の
動
き
を
館
山
・
安
房
地
域
全
体

へ
と
広
げ
て
い
く
、

そ
ん
な
し
た
た
か
さ
も

必
要
で
す
。

『市民の皆さんの声をできるだけ沢山お聞きしたい』といつも思って

います。私の思いも知って欲しい。。。

３人以上お集まり頂ければ “いつでも・どこでもミニ集会”やります。

何でもお好きなテーマでOKです！

お茶会とか、飲み会などにも、お気軽にお声かけ下さい。

日時：日程は応相談。時間は概ね１～２時間程度

場所：館山市内の公民館や集会所、その他

飲食店の場合には料金割り勘でお願いします

テーマ（例えば・・・）

ü身の回りのお悩み相談

ü館山・安房地域の魅力と課題

ü防災や感染症対策について

ü安房での仕事・働き方

ü介護や子育てのこと

ü簡単スマホ講座

9/26復興イベントin布良

ȕ ► ȕ ϵ Ы

日時：11月14日（土）14時

場所：コミュニティセンター １階
ゲスト：川名まひろさん（館山市消防団女性部長）

テーマ：災害への備えと女性消防団の役割
ü できれば事前にご予約下さい

メールmuroatsumi@gmail.com
29－5337 (FAX) 29－5333 (TEL)

☝ご参加できない方の事前質問もお受けします
ü 当日は入口で体温測定を行います

マスク着用、体調管理をお願いします

ü ネット配信も予定しています （Youtube）

“あつみの部屋”
公式LINE始めました！

色々な情報を発信しますので

よろしければ “お友達追加”

お願いします♪

Youtubeでイベント

の動画が観られます
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～９月議会の一般質問～

①

学
童
保
育
の
あ
り
方

学
童
保
育(

＝
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業)

は
、

法
制
化
さ
れ
た
の
が
ほ
ん
の
20
年
前
で
、
児
童
福

祉
法
に
「
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
で
あ
っ

て
、
そ
の
保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に

い
な
い
も
の
に
、
授
業
の
終
了
後
に
（
中
略
）
適

切
な
遊
び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
図
る
事
業
」
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
女
性
の
就
労
増
加
に
よ
り
急
速
に
拡
大
し

た
こ
と
か
ら
、
位
置
づ
け
や
設
置
目
的
が
共
通
認

識
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
と
思
い
、
取
り

上
げ
ま
し
た
。

保
護
者
か
ら
「
夏
休
み
中
、
午
前
と
午
後
30
分

ず
つ
ゲ
ー
ム
の
時
間
が
あ
る
。
子
供
は
ゲ
ー
ム
機

の
存
在
も
知
ら
な
か
っ
た
が
、
友
達
が
持
っ
て
い

る
の
を
見
て
毎
日
“
買
っ
て
く
れ
”
と
せ
が
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
困
っ
て
い
る
」
と
の
声
を
聞
い

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。

館
山
市
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
3
年
ご
と
の

公
募
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
民
間
事
業
者
に
運
営
を

委
託
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
事
業
者
が
各
地
で
提

案
内
容
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
る
の
で
、
要
望
が

あ
れ
ば
遠
慮
な
く
声
を
あ
げ
て
頂
く
こ
と
で
、
よ

り
良
い
内
容
に
改
善
し
て
い
き
た
い
で
す
。

市
職
員
が
心
身
と
も
に
健
康
で
あ
り
、
能
力
が

最
大
限
に
発
揮
で
き
る
状
態
で
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
も
繋
が
る
た

め
、
職
場
環
境
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
た
。

約
２
年
前
に
、
効
率
的
な
組
織
・
人
員
体
制
の

構
築
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
に
「
人
的
資
源
活
用

調
査
」
が
実
施
さ
れ
、
現
在
の
仕
事
に
対
し
て
や

り
が
い
や
充
実
感
を
感
じ
て
い
な
い
職
員
が
約

15
％
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
割
合
が
２
桁
％
に

な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
看
過
で
き
な
い

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
結
果
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

最
近
の
監
査
報
告
書
で
も

「
職
員
の
意
欲
を
引
き
出
し
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る

職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
ら

れ
た
い
」
と
の
指
摘
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
若
い
人
達
が
、
市
民

の
た
め
に
楽
し
く
す
す
ん
で

働
け
る
よ
う
な
「
人
材
育
成

方
針
」
の
改
定
が
急
が
れ
ま
す
。

２３

台
風
15
号
と
令
和
元
年
度
決
算

台
風
被
害
か
ら
の
復
旧
が
続
く
中
、
９
月
議
会

で
は
、
令
和
元
年
度
決
算
の
認
定
の
た
め
の
審
査

が
あ
り
、
決
算
審
査
特
別
委
員
会
で
の
質
疑
後
に

賛
成
討
論
を
行
い
ま
し
た
。
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◆決算認定の意義◆

鴨川市議会では、令和元年度決算が不認定

となりました。 決算認定は、予算の執行が

適正だったかを議会が確認するものですが、

不認定となっても執行された事業が無効には

なりません。

ではなぜ決算認定をするのでしょうか？

それは、当初目的としていた効果が上げられ

ているかを客観的に判断したり、反省点があ

ればそれを今後の改善に繋げていくためです。

さらに予算執行の責任者が事務処理を慎重に

行うようになること、決算審査を通して財政

状況を市民に知らせる、という意義も

あります。

②

市
職
員
の
職
場
環
境
の
改
善


